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 １学期が３週間ほど経過しました。新しい学年、新しい環境に慣れることは簡単なことではあり

ません。子どもたちは毎日の学校生活をどのように過ごしてきたのでしょうか。子どもの言葉、子

どもの様子をていねいに見とりながら、目の前の子どもにとってちょうどよいサポートをしていけ

るとよいと考えています。 

 その手がかりとなる有名な一節を紹介します。一緒に考えましょう。 

 

 

この一節を教職員とも共有しました。このような大人の関わりは子どもの心理的安全性を確保す

るだけでなく、もともと持ち合わせている自己肯定感を発揮するようになると考えています。    

続きを紹介します。一度立ち止まり、大人としての関わりを見直してみてはいかがでしょうか。 

          学校だより 
金沢市立森本小学校 

令和８年４月２４日 

５月号 
みんなを大事に 自分から自分で 

子どもが育つ魔法の言葉より引用 

ドロシー・ロー・ノルト 

ほめてあげれば 子どもは明るい子に育つ 

認めてあげれば 子ども自分が好きになる 

見つけてあげれば 子どもは頑張り屋になる 

励ましてあげれば 子どもは自信を持つようになる 

守ってあげれば 子どもは強い子どもに育つ 

子どもに公平にあれば 子どもは正義感のある子に育つ 

分かち合うことを教えれば、子どもは思いやりを学ぶ 

思いやりをもって育てれば 子どもはやさしい子に育つ 

広い心で接すれば よく考える子どもになる 

親が正義であれば 子どもは正直であることの大切さを知る 

和気あいあいとして家庭で育てば 子どもはこの世の中の希望と 

勇気をもっていきることを知る 

 

 

 

けなされて育つと 子どもは人をけなすようになる 

とげとげした家庭で育つと 子どもは乱暴になる 

不安な気持ちで育てると 子どもは不安になる 

子どもを馬鹿にすると 引っ込み思案な子どもになる 

「かわいそうな子だ」と言って育てると 子どもはみじめな気持ちになる 

叱りつけてばかりいると 子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう 

親が他人をうらやんでばかりいると 子どもも人をうらやむようになる 

 

 



 

 

 

 

 

１．校外生活での事故・迷惑防止の徹底 

（１）道路の歩行、自転車の乗り方について十分気をつけます。(ヘルメット着用を) 

（２）田畑へのいたずらをしません。(水の調整管や仕切り板に絶対さわりません) 

（３）川や用水では遊びません。(晴れていても大雨の翌日は危ないです) 

（４）用もないのに子どもだけでコンビニやゲームセンターに行きません。 

(お家の人と行きましょう)  

（５）遅くなるまで遊びません。  

(夕方になると自動車を運転する人は歩く人を見逃しやすいです) 

２．生活のリズムを崩さないように 

（１）夜更かしはしません。 

（２）ゲームなどはお家の人との約束を守ります。 

（３）家庭学習は時間を決めて取り組みます。 

（４）家族の一員として、お手伝いをします。 

３．安全第一・身を守るために 

（１）人通りの少ない場所に行ったり、一人で行動したりしません。 

（２）外出する時には外出先・帰宅時刻を家の人に伝え、必ず守ります。 

（３）不審者に会ったら…「いかのおすし」 

・大声で助けを求めます。お店や「子ども１１０番の家」等へ避難します。 

・お家の人に必ず知らせます。（必要に応じて交番や学校に連絡をしてください。） 

 

 

 



 

◆「学校における働き方改革」へのご理解及びご協力のお願い 

 2019 年度より学校における働き方改革が進められ、保護者や地域の皆様のご理解とご協力を得

ながら教職員の業務改善を行っています。金沢市教育委員会では「教職員の時間外勤務時間を平

均月３０時間以内」「月８０時間を超える教職員をゼロ」を目標にしております。目標達成には一

層の業務改善が求められております。そのためには地域や保護者の理解が必要です。 

 子どもたちに効果的な教育活動を行うためには、教職員が健康で生き生きと働くことが大切で

す。子どもたちと向き合うための時間や授業の質を高めるための授業準備の時間を十分に確保で

きるよう「学校における働き方改革」への一層のご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

◆欠席連絡は朝のうちに確実に 

お子さんが欠席したり遅れて登校したりする場合は、必ず連絡をお願いします。学校を休む連

絡は、お子さんの安全と安心を確保するとともに学校と家庭との信頼関係につながります。忙し

い朝ですが、「tetoru」での連絡をお願いします。また、遅刻して登校し給食を食べる場合は、準

備の都合上 12 時までに学校へ連絡をお願いします。 

◆学校の電話対応（7:30～18:00）及び面談等について 

 電話応対時間は 7:30～18:00 ですが、勤務時間（16：45）終了後は職員不在のため電話応対で

きない場合があることをご了承ください。また、面談等をご希望の場合は、勤務時間を考慮した時

間設定にご理解ください。（緊急の場合はその限りではありません） 
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○職員会議等校務の会議

○学年・学級経営事務

○授業準備・教材研究

○提出物の返却準備

○成績評価

○行事の準備

○個別の打ち合わせ

○環境・整備

○保護者の相談対応 等

時間外 勤務時間（８：１５～１６：４５） 時間外

教員の勤務について 教員の勤務時間は 8時 15分から 16時 45分までです。 

早朝や 16時 45分以降は勤務時間外となります。 

文部科学省の資料を引用 


